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平成 27 年 9 月 7 日 

各位 

会 社 名 株式会社エリアクエスト 

（ｺｰﾄﾞ番号：8912  東証二部） 

代 表 者 名 代表取締役社長 清 原 雅 人 

お問合わせ先 

管理部長  儀 賀 一 郎 

     ＴＥＬ：03-5908-3301 

 

「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27年 5月 1日に「会社法の一部を改正する法律」(平成 26年法律第 90号)」および「会

社法施行規則等の一部を改正する省令(平成 27 年法務省令第 6 号)」が施行されたことを踏まえ、「内部

統制システム構築の基本方針」を改定することを平成 27年 9月 7日開催の取締役会において決議いたし

ましたので、下記の通り改定後の内容をお知らせいたします。 

  

業務の適正を確保するための体制 

 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適

正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の通りであります。 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ．コンプライアンスについては、企業の社会的責任を果たすとともに、法令・定款を遵守し、企

業倫理の確立と経営の健全化の確保に努めることを基本とする。 

ロ．当社及び当社子会社における取締役及び使用人を含めた行動規範としてコンプライアンス体制

に係る規程を定め、その周知徹底を図る。 

ハ．内部監査室は当社及び当社子会社の職務執行の状況を監査し、改善指導を行うとともに、取締

役及び監査役に報告する。 

ニ．コンプライアンスの観点から取締役及び使用人を対象とした「内部通報制度」を設置し、これ

に反する行為等を早期に発見し、是正に務める。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 損失の危険の管理等に監視、マニュアルの整備及び研修を実施し、当社及び当社子会社全体のリ

スク管理体制を確立する。また、「お客様相談室」を通じてクレーム発生と対応状況を一元管理し、

その内容を定期的に取締役に報告する。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 代表取締役は、当社及び当社子会社の業務担当取締役を中心に構成される経営会議及び取締役会

を通じて、当社及び当社子会社の各取締役の業務執行の効率的運営と監視体制の整備を行う。 

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
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 当社子会社の内部監査を当社が直接的に行うことにより、内部統制の実効性を高める。また、グ

ループ幹部会議を通じて当社及び当社子会社の幹部を直接的に育成し、法令遵守・リスク管理体制

を構築する。 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

イ．監査役が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当社の使用人から

監査役補助者を任命することとする。 

ロ．監査役の職務を補助すべき使用人が他の部署の業務を兼務する場合には監査役の指揮命令を

優先させる。 

ハ．配置された使用人の任命、評価及び異動等については、監査役会の意見を尊重する。 

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

イ．取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令又は定款に違反す

る行為が行われ又は行われようとしていることを発見したときは、直ちに監査役に報告する

ものとする。また、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることができる。 

ロ．監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うこと

を禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役並びに使用人に周知徹底する。 

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ．監査役は、代表取締役、その他の取締役、会計監査人などと定期的に情報交換に努め、連携

した当社及び当社子会社の監査の実効性を確保する。 

ロ．監査役は、その職務の執行に必要と認めるときは、弁護士、公認会計士等の外部の専門家等

を利用することができ、当該職務の執行について生ずる費用は当社が負担する。 

⑨ 反社会的勢力排除のための体制 

     当社及び当社子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然と

した姿勢で臨み、不当・不正な要求を断固拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断す

ることに努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を確保する体制をとるものと

する。 


